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市
の
65
歳
以
上
の
人
口︵
表
１
︶は
3
月
末

現
在
2
7，
5
3
2
人
で
年
々
増
加
し
て
い

ま
す
。総
人
口
の
う
ち
、65
歳
以
上
の
人
口
の

割
合︵
表
２
︶は
26
・
８
％
で
、市
の
人
口
の
４

人
に
１
人
が
65
歳
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、要
介
護
認
定
者
数︵
表
３
︶は
３
月
末
現

在
で
5,
1
4
1
人
で
、
65
歳
以
上
の
約
２
割

の
人
が
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
。Z       

　介護保険は、65歳以上の介護が必要な人と、40歳から64歳までの人で脳血管疾患や関節リウマチ

などの特定疾病により介護が必要になった人が、自立した生活が送れるように社会全体で支え合う制

度です。この制度を運営するための保険料は、半分を公費（国25％、県12.5％、市12.5％）、残り半分を

40歳以上の人（40歳〜64歳の人31％、65歳以上の人19％）が負担しています。

 ～みんなで支えています 介護保険～
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65
歳
以
上
の
人
口
と
要
介
護
認
定
者
数
の
推
移1

 

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

表１　65歳以上の人口の推移}  
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表２　総人口のうち、65歳以上の人口の割合
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 表３　認定者数の推移

3,130人

3,615人
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自
宅
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
居

宅
サ
ー
ビ
ス
費
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
居
宅

サ
ー
ビ
ス
費
は
、
制
度
が
始
ま
っ
た
平
成
12

年
度
か
ら
、
毎
年
約
１
割
か
ら
２
割
の
ペ
ー

ス
で
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
給
付

費
で
は
、
主
に
﹁
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
﹂
が

増
加
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
﹂
と
は
、
１
か
月

に
支
払
っ
た
１
割
の
自
己
負
担
が
一
定
の

上
限
額
を
超
え
た
と
き
に
、
超
え
た
分
が
申

請
に
よ
り
払
い
戻
さ
れ
る
も
の
で
す
。

            

            
　
歳
出
そ
の
他
の
４
億
7,
１
９
１
万
円
に

は
、
介
護
認
定
に
か
か
る
費
用
7,
3
5
4
万

円
、
介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
積
立
金

7,
7
3
0
万
円
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

　
﹁
介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
﹂
と
は
、
翌

年
度
以
降
の
介
護
保
険
制
度
の
健
全
な
運

営
の
た
め
の
積
立
金
で
、
毎
年
の
剰
余
金
の

一
部
を
積
み
立
て
る
も
の
で
す
。
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介護保険事業計画
　介護保険事業計画は、向こう3年間の介護サービスの量を見込み、その確保

のための方策などを定め、介護保険事業運営の基礎となる計画です。この計画

は３年ごとに策定します。現在、平成21〜23年度の3か年の計画を策定中で、

これを基に65歳以上の人の保険料を算定します。

　皆さんから預かる大切な保険料が計画的かつ有効的に使われ、制度が健全に運

営できる計画となるよう、専門家を含めた委員会で、協議を重ねています。
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問い合わせ先　

　高齢者福祉課

　（Å0848Æ6240

　Ç0848È2130)
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65
歳
以
上
の
人︵
第
１
号
被
保
険
者
︶É            

　
３
年
ご
と
に
策
定
す
る
﹁
介
護
保
険
事
業
計
画
﹂
で
決
め
ら
れ
、

所
得
金
額
に
応
じ
て
6
段
階
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
の
介
護

保
険
料
は
、県
内
で
２
番
目
に
低
い
額
で
す
。

40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人
︵
第
２
号
被
保
険
者
︶A            

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
所
得
割
、
資
産
割
、
均

等
割
、平
等
割
を
組
み
合
わ
せ
て
計
算
し
ま
す
。

　
職
場
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
医
療

保
険
の
一
部
と
し
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。        É            

介護保険給付費の推移A

平成
12年度

平成
13年度

平成
14年度

平成
15年度

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

その他

施設
サービス費

居宅
サービス費

42億
3,692万円

54億
3,746万円

48億
3,615万円

58億
4,645万円

60億
1,721万円

60億
8,660万円

59億
9,606万円

63億
7,048万円

平成19年度の決算状況

国の負担金
15億8,582万円

県の負担金
9億8,398万円

居宅
サービス費
29億6,727万円

施設サービス費
30億4,353万円

特定入居者
介護サービス費
2億449万円

高額介護サービス費
1億4,561万円

市の負担金
8億1,915万円

40歳〜64歳の人の
保険料
19億9,488万円

65歳以上の
人の保険料
12億529万円

繰越金  2億393万円
繰入金・その他  1億8,608万円その他  

4億7,191万円

地域支援事業費  1億4,632万円

69億
7,913万円

歳出
69億
7,913万円

歳入

生活保護を受給

している

スタート
市民税を納めている　

前年の合計所得金額が

200万円以上

は　い
いいえ 同じ世帯に市民税を

納めている人がいる
老齢福祉年金を

受給している

前年の合計所得金額＋課税年金

収入額が80万円以下

月額保険料（基準額）

段　階

月額保険料 1,860円 1,860円 2,790円 3,720円 4,650円 5,580円

22,319円 22,319円 33,479円 44,639円 55,798円 66,958円年額保険料

三原市

3,720円 4,444円 4,853円 3,405円

広島県平均 県内の最高額 県内の最低額 県内の内訳

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階

4,500円以上

4,000円以上4,500円未満

3,500円以上4,000円未満

3,500円未満

6団体

11団体

5団体

1団体
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